
令和６年度 福祉除雪サービスの概要 
 

令和６年／ 江別市社会福祉協議会 
 

今年度も、高齢者や障がい者世帯等の方に対し、冬期間も安心して地域で暮らせるよう、公道 

（車道）除雪後の置雪を除去する「福祉除雪サービス」を実施いたします。 

このサービスは、現に除雪が困難であり、近隣に援助する人がいない方を対象に実施するものです。 
 

１．利用対象世帯について    

（１）～（４）のすべての条件に該当する世帯が「利用対象世帯」となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．利用対象外の世帯について 

 

 

 

３．福祉除雪サービスの内容や取り扱いは次のとおりです。 
 

３．福祉除雪サービスの内容や取り扱いは次のとおりです。 

 

（１）生計中心者の令和５年分「所得税」が非課税の世帯 

※１ 令和５年分の所得税が課税されている場合でも、令和６年度の住民税が非課税の場

合は利用対象に該当します。 
 

（２）一戸建て住宅に住んでおり、公道（車道）除雪後の雪の置きかえ場所がある世帯 
 

（３）下記の①から⑦のいずれかに該当する世帯 

①満年齢が７０歳以上（昭和３０年３月３１日以前生まれの方）の高齢者のみの世帯 

②介護保険制度で要介護状態（要介護１～５）と認定された方のみの世帯 

③重度身体障がい者（１級、２級及び３級）のみの世帯 

④精神障がい者（１級及び２級）のみの世帯 

⑤知的障がい者（療育手帳Ａ判定）のみの世帯 

⑥１８歳以下（平成１８年４月２日以後生まれの方）のみの世帯 

⑦上記①～⑥のみで構成される世帯 
 

※疾病等により除雪作業が困難と認められる場合は（１）、（２）の条件に該当する 

世帯に限り、所定の診断書の提出により①～⑥の利用対象世帯に準ずるものとし 

て取り扱いいたします。 

詳細については、社会福祉協議会（☏ 385-1234）にお問い合わせください。 
 

（４）以上の要件に該当している場合でも、次の世帯については対象としていません。 

① 農村地域や国道沿いに居住している場合 

   ② 施設入所、入院等により長期間不在にしている場合 

③ 対象とならない世帯と除雪希望箇所を共同で使用している場合 

表 面 

利用対象にあたる世帯については、「福祉除雪サービス利用申請書」に必要事項をご記入のうえ、

早急に社会福祉協議会へご提出ください。 

申請書の提出後に行われる世帯及び課税調査、現地調査により対象条件に該当する場合につい

ては、後日、利用決定通知書を送付します。 

※利用決定に係る審査については１カ月半程度の期間を要します。 

① 利用対象外の世帯については、今秋本会ホームページ掲載及び公共施設に配置する「えべつ

雪の処理情報誌」等をご参考に、直接、除雪業者にご相談ください。 

② 申請書の提出後に行われる世帯及び課税調査により対象条件に該当しないことが判明した場

合については、市からその旨の通知が行われます。 

 通知文書が届きましたら、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 



３．福祉除雪サービスの内容や取り扱いは次のとおりです。 

（１）除雪の実施方法 

   公道（車道）除雪が入った後に残される玄関前の置雪を置きかえ（除雪）します。 
 

＜除雪の取り組み図＞ 
 

①                  ② 
 

 

 
 
 

道路除雪後の置き雪           置きかえ（除雪）  
 

（２）除雪の範囲 

   一世帯につき１間口３ｍ以内を基準とします。 
 

（３）利用期間及び除雪日 

   令和６年１１月１日から令和７年３月３１日までの「公道（車道）除雪」が行われた日 
 

（４）自己負担額について 

   １シーズンの自己負担額は、住民税の課税状況により下表のとおりです。 

車庫前などの除雪を追加希望の場合、別途料金として１間口１５，４００円が加算されます。 
 

住 民 税 の課 税 状 況 自己負担額 

住民税非課税世帯 １６，７２０円 

住民税均等割課税世帯  ２２，８８０円 

住民税均等割・所得割とも課税世帯 ２９，０４０円 
 

※１ 自己負担額のほかに江別市より利用料助成金が出るため、一般有料除雪の利用料金と 

※１ 同一ではございません。 

※２ 自己負担額については申し込みする時期により下記のとおりです。 

①１月末日までに当サービスを開始した場合 →自己負担額の全額を負担 

②２月以降に当サービスを開始した場合   →自己負担額の半額分を負担 

 ＊シーズン途中からの申込の場合、置雪の堆積により置きかえ場所が確保できない場合については、事前に排雪作業が

必要となりますが、排雪に係る経費については、利用者様にご負担いただきます。（４ｔダンプ１台／概算で５千円程度） 
 

（５）途中解約について 

転居、施設入所、長期入院等、やむを得ない理由に限り途中解約に応じます。 

自己負担額の返還については解約時期により下記のとおりです。 

①除雪が一度も行われない段階での解約（事由を問わない）→自己負担額の全額を返還 

②除雪が一度でも行われた後で１月末日までの解約     →自己負担額の半額分を返還 
 

（６）置きかえ（除雪）作業の時間及び運び出し（排雪）作業について 

①置きかえ（除雪）作業は「午前中」に実施しますが、降雪状況により時間が遅れる場合が 

あります。 

②置きかえ（除雪）作業を行う時間は一定ではございません。また、作業の時間を指定する 

ことはできません。 

      ③運び出し（排雪）は除雪業者の判断により雪の置きかえが困難になった場合にのみ実施しま

す。利用者が運び出し（排雪）の時期や回数を指定することはできません。（再掲） 

 
  

 
  

１間口３ｍ以内 
  

  

裏 面 
 

除雪作業の時間指定はで

きません。運び出し（排

雪）は除雪業者の判断に

より雪の置きかえが困難

になった場合にのみ実施

します。利用者が運び出

し（排雪）の時期や回数

を指定することはできま

せん。また敷地内玄関通

路の除雪は行いません。 

 


